
 
 

借金でお悩みの方へ 

 求職中の失業者など、生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付

を行うことにより自立が見込まれる世帯については、栃木県社会福祉

協議会が実施する生活福祉資金貸付制度が利用できる可能性があ

ります。 
（借入申込みには、一定の要件があり、貸付けの審査では、資金の必要性、償還確保の

可能性等を判断することとなります。） 

 詳細な貸付内容等については、お住まいの社会福祉協議会にご相

談ください。 
 

  多多額額のの借借金金ににおお悩悩みみのの方方のためには、最寄りの財務局、自治体な

どに無料で債務や借入れについてのご相談が可能な相談窓口があ

ります。 
 払いきれない借金の問題について、１人で悩まず、まずは、相談窓

口までお越し下さい。 
 初めの１歩、これが、生活再建のための大きな１歩となります。 

社会福祉法人 矢板市社会福祉協議会 

 受付時間 ： 平日（祝日を除く）８：３０～１７：３０  
 場所： 矢板市本町５番４号  
連絡先 ： TEL ：０２８７－４４－３０００ 

※ 他の相談窓口においても、ご相談いただけます。 

 （次ページをご覧ください） 

矢板市における借金についての相談窓口 

 受付時間 ： 平日（祝日を除く）９：００～１２：００、１３：００～１６：００  
 場所：矢板市本町５番４号 矢板市消費生活センター（矢板市環境課） 
 連絡先 ： TEL ： ０２８７－４３－６７５５ 

生活再建に向けて 



 
 

 矢板市 金融庁・消費者庁 

 
 
最近になって、 
�クレジットカードで商品等を購入させ、それを業者が買い取ることで消費者
が現金を得る 
�キャッシュバック付商品をクレジットカードで購入させ、購入商品とともに現
金を渡す 
といった「クレジットカードのショッピング枠の現金化」についての相談が増えています。 
 

「クレジットカードのショッピング枠の現金化」は、 
① 債務が増えて、支払困難に陥ったり、 
② クレジットカードが利用停止になったり、 
③ 「入金されない」「キャンセルできない」 
などのトラブルが発生する場合がある危険な取引す。 
 
 「返せない」「借りられない」で困ったときは、相談窓口までお電話ください。 

※ 払いきれない借金の問題については、以下の窓口においても、ご相談いただけます。 

 

【相談窓口の案内】 
 ・消費者ホットライン（最寄りの相談窓口に接続されます）・・・・0570ー064ー370 
 ・金融庁金融サービス利用者相談室・・・・0570-016-811または03-5251-6811 
 
【県の相談窓口】 
 ・栃木県消費生活センター・・・028-625-2227 
 
【国の相談窓口】 
 ・関東財務局・・・・・・・・・ 048-600-1113  ・宇都宮財務事務所・・・・・・・ 028-633-6221  
   
【法テラス】 
 ・法テラスコールセンター・・・・・0570ー078374 

  ※法テラスは、国が設立した公的な法人です。全国の法テラス事務所では、無料法律相談、弁護
士、司法書士費用の立替えを行います。 利用には、収入等が一定額以下であるなどの条件を
満たすことが必要です。 

 
【日本貸金業協会】 
 ・貸金業相談・紛争解決センター・・・・ 0570ー051ー051 

  ※日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センターでは、借入や返済の相談、家計管理の助言
やカウンセリングを無料で行っています。 

 
【法律相談・専門家紹介】  
 ・栃木県弁護士会多重債務相談センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 028-643-2272 
 ・栃木県司法書士会総合相談センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 028-614-1122 

 


